
入札説明書等の訂正について（第１回） 

 

令和５年９月 29 日に公告した 国道５６号 大原町・朝倉南地区電線共同溝ＰＦＩ事業 に係る入札説明書等に関し、以下のとおり訂正する。 

No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

1 入札公告 10 11 ２ 競争参加資格 

(2) 応募者共通の参加資

格要件 ⑨ 

－ ２(3)③イ及び２(4)③イにおいて、業務経験として求める期間中に、労働基準法

（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条第１項または第２項の規定による産前産後の

休業、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律」（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する育児休業及び同条第２号に

規定する介護休業（以下「出産・育児等による休業」という。）を取得した場合に

は、業務経験として求める期間に当該休業の取得期間を加算することができるも

のとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取

得期間を証明する書面を提出すること。 

2 入札公告 27 2 ４ 入札手続等 

(3) 第一次審査資料（参

加表明書及び参加資格審

査）の提出期間、場所及び

方法 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 10 月 30 日（月）ま

での休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分ま

で。 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 10 月 30 日（月）までの閉庁日を除く毎

日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

3 入札公告 27 12 ４ 入札手続等 

(4) 第二次審査提出書類

（入札書含む）の提出期

限、場所及び提出方法 

令和５年 12 月 18 日（月）まで。休日を除く毎日、午前９時

15 分から午後５時 00 分まで。 

令和５年 11 月 16 日（木）から令和５年 12 月 18 日（月）までの閉庁日を除く毎

日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

4 入札公告 27 18 ４ 入札手続等 

(5) 開札の日時及び場所 

令和６年１月 24 日（水）午前 11 時 00 分 令和６年１月 31 日（水）午前 11 時 00 分 

5 入札説明書 － － 目次 10．入札方法等 

(4) 入札の取りやめ等......16 

10．入札方法等 

(4) 入札の取りやめ等......17 

6 入札説明書 － － 目次 19．提示資料の貸与等......23 19．提示資料の貸与等......24 

7 入札説明書 － － 目次 25．関連情報を入手するための照会窓口......24 25．関連情報を入手するための照会窓口......25 

8 入札説明書 7 27 ４．応募者の参加資格要件 

(2) 応募者共通の参加資

格要件 ⑨ 

－ ４．（３）③イ及び４．（４）③イにおいて、業務経験として求める期間中に、労

働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条第１項または第２項の規定による産

前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律」（平成３年法律第 76 号）第２条第１号に規定する育児休業及び同条

第２号に規定する介護休業（以下「出産・育児等による休業」という。）を取得し

た場合には、業務経験として求める期間に当該休業の取得期間を加算することが

できるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこ

と及び取得期間を証明する書面を提出すること。 

9 入札説明書 13 3 ６．競争参加資格の審査等

（第一次審査） 

土曜日、日曜日及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭

和 63 年法律第 91 号）第１条第１項に規定する行政機関の休

閉庁日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。ただし、提出期間最

終日は正午までとする。 



No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

(1) ① 提出期間： 日。以下、「休日」という。）を除く毎日、午前９時 00 分から

午後５時 00 分まで。ただし、提出期間最終日は正午までと

する。 

10 入札説明書 13 16 ６．競争参加資格の審査等

（第一次審査） 

(3) 見積書の提出 

① 提出期間： 

休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。た

だし、提出期間最終日は正午までとする。 

閉庁日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。ただし、提出期間最

終日は正午までとする。 

11 入札説明書 14 36 ８．本入札説明書に対する

質問 

(1)【第一回受付】 

② 提出期間： 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 10 月 13 日（金）ま

での休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分ま

で。（ただし、提出期間最終日は正午まで） 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 10 月 13 日（金）までの閉庁日を除く毎

日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。（ただし、提出期間最終日は正午ま

で）とする。 

12 入札説明書 15 6 ８．本入札説明書に対する

質問 

(1)【第二回受付】 

② 提出期間： 

令和５年 11 月 15 日（水）から令和５年 11 月 27 日（月）ま

での休日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分ま

で。（ただし、提出期間最終日は正午まで） 

令和５年 11 月 15 日（水）から令和５年 11 月 27 日（月）までの閉庁日を除く毎

日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。（ただし、提出期間最終日は正午ま

で）とする。 

13 入札説明書 15 24 ９．第二次審査提出書類の

提出（入札書を含む） 

以下の提出日時に第二次審査提出書類を提出しない者は、本

競争に参加することができない。 

以下の提出期間に第二次審査提出書類を提出しない者は、本競争に参加すること

ができない。 

14 入札説明書 15 25 ９．第二次審査提出書類の

提出（入札書を含む） 

(5) 提出期間： 

提出日時：令和５年 12 月 18 日（月）まで。休日を除く毎日、

午前９時 15 分から午後５時 00 分まで。 

提出期間：令和５年 11 月 16 日（木）から令和５年 12 月 18 日（月）までの閉庁

日を除く毎日、午前９時 00 分から午後５時 00 分まで。 

15 入札説明書 18 9 13．開札 

(1) 日時 

令和６年１月 24 日（水）午前 11 時 00 分 令和６年１月 31 日（水）午前 11 時 00 分 

16 入札説明書 23 20 18．事業契約の締結 

(2) 契約締結の要否等 

事業者は、落札決定の翌日から令和６年３月 31 日までに、

四国地方整備局（支出負担行為担当官四国地方整備局長）を

相手方として、「事業契約書（案）」（添付１）により事業契約

を締結しなければならない。 

事業者は、落札決定の翌日から令和６年３月 29 日までに、四国地方整備局（支出

負担行為担当官四国地方整備局長）を相手方として、「事業契約書（案）」（添付１）

により事業契約を締結しなければならない。 

17 入札説明書 24 3 19．提示資料の貸与等 

(2) 受付期間： 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 12 月 18 日（月）ま

での休日を除く毎日、午前 10 時 00 分から午後５時 00 分ま

で。 

令和５年９月 29 日（金）から令和５年 12 月 18 日（月）までの閉庁日を除く毎

日、午前 10 時 00 分から午後５時 00 分まで。 

18 入札説明書 26 17 27.添付書類 別紙６ 電線共同溝管理台帳作成要領 86 別紙６ 電線共同溝管理台帳作成要領 86 

19 添付１ 事業契

約書（案） 

55 27 別紙２ 用語の定義 

73 入札時積算数量図面書 

にゅうさつじせきさんすうりょうしょ にゅうさつじせきさんすうりょうずめんしょ 

20 添付２ 要求水

準書 

7 12 18.交通整理及び安全管理 

3) 

 

② 警備指導教育責任者資格者証交付者（下表１） ② 警備員指導教育責任者資格者証交付者（下表１） 



No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

21 添付２ 要求水

準書 

7 17 18.交通整理及び安全管理 

4) 

② 交通誘導警備員Ａ以外の警備指導教育責任者資格者証交

付者 

② 交通誘導警備員Ａ以外の警備員指導教育責任者資格者証交付者（下表１） 

22 添付２ 要求水

準書 

33 9 第３ 工事業務 

１．基本事項 

(8) ＢＩＭ/ＣＩＭ適用工

事について 

２）ＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書の作成 

・・・ 

⑥ 成果の納品 

２）ＢＩＭ/ＣＩＭ実施報告書の作成 

・・・ 

３）成果の納品 

23 添付３ 様式集

及び記載要領 

1 

(表紙を除く) 

15 １．様式一覧 

(4) 第一次審査提出書類 

（様式１０）管理技術者の資格・設計経験等 （様式１０）管理技術者の資格・設計実績等 

24 添付３ 様式集

及び記載要領 

2 

(表紙を除く) 

8 １．様式一覧 

(7) 第二次審査提出書類 

④要求水準に関する確認書 

（様式２３）要求水準に関する確認書 

④要求水準書に関する確認書 

（様式２３）要求水準書に関する確認書 

25 添付３ 様式集

及び記載要領 

2 

(表紙を除く) 

30 １．様式一覧 

(7) 第二次審査提出書類 

⑤提案書 

（様式３５）調整マネジメント（設計段階及び工事段階） 

⑤提案書 

（様式３５）調整マネジメント（調査・設計段階及び工事段階） 

26 添付３ 様式集

及び記載要領 

4 

(表紙を除く) 

5 ２．作成要領 

(2) 各提出書類 

⑤見積書の提出書類 

ア見積依頼項目及び条件 

品質・規格  要求水準書・入札時積算図面書参照 品質・規格  要求水準書・入札時積算数量図面書参照 

27 添付３ 様式集

及び記載要領 

25 

(表紙を除く) 

8 様式 12 配置予定技術者

の資格・工事実績 

・１級土木施工管理技士 

（●●●●年●●月●●日） 

・１級建設機械工技士 

（●●●●年   月   日取得及び登録番号●●●●●） 

・その他同等資格（国土交通大臣認定） 

（●●●●年●●月●●日取得及び修了番号●●●●●） 

・１級土木施工管理技士 

（●●●●年●●月●●日） 

・１級建設機械施工技士 

（●●●●年●●月●●日取得及び登録番号●●●●●） 

・技術士（部門：●●●●  選択科目：●●●●） 

登録番号：●●●●   取得：平成●●年●●月●●日 

・その他同等資格（国土交通大臣認定） 

（●●●●年●●月●●日取得及び修了番号●●●●●） 

28 添付３ 様式集

及び記載要領 

28 

(表紙を除く) 

3 様式 14 維持管理企業の

業務実績 

＜平成 20 年度以降に完了した、国及び地方公共団体発注に

よる道路構造物保守点検業務の実績を有すること。＞ 

＜平成 20 年度以降から令和５年度末までの間に完了した、国及び地方公共団体

発注による道路構造物保守点検業務の実績を有すること。＞ 

29 添付３ 様式集

及び記載要領 

46 

(表紙を除く) 

1 ７） 第二次審査資料提出

書類 

７） 第二次審査資料提出書類 ７） 第二次審査資料提出書類 

30 添付５ 業績等

の監視及び改善

要求措置要領 

14 8 第７．業務不履行に伴う減

額措置 

２. 維持管理業務に係る

減額等 

（２) 減額値と支払額算

定の関係 

加えて、業務不履行が継続している場合には、その他の費用

からの減額及び施設整備費の支払の留保を行う。年後末には

留保している施設整備費を支払うものとするが、留保期間は

翌期の支払期間に持ち越す。 

加えて、業務不履行が継続している場合には、その他の費用からの減額及び施設

整備費の支払の留保を行う。年度末には留保している施設整備費を支払うものと

するが、留保期間は翌期の支払期間に持ち越す。 

31 添付６ 事業費

の算定及び支払

い方法 

10 3 第６．支払額の減額措置 四国地方整備局は、事業期間にわたり、本事業の実施に関す

る各業務及び経営管理状況の業績等の監視を行い、「国道５

６号 大原町・朝倉南地区電線共同溝 PFI 事業 PFI 事業 要

四国地方整備局は、事業期間にわたり、本事業の実施に関する各業務及び経営管

理状況の業績等の監視を行い、「国道５６号 大原町・朝倉南地区電線共同溝 PFI

事業 PFI 事業 要求水準書」（入札説明書 添付２）に定められた要求水準が達成



No. 資料名 頁数 行数 項目 訂正前 訂正後 

求水準書」（入札説明書 添付２）に定められた要求水準が達

成されていない場合は、支払額の減額等を行う。減額等の措

置の詳細については、「業績等の監視及び改善要求措置要領」

（入札説明書 添付５）によるものとする。 

されていない場合は、支払額の減額等を行う。減額等の措置の詳細については、

「業績等の監視及び改善要求措置要領」（入札説明書 添付５）によるものとす

る。 

32 添付８ 基本協

定書（案） 

  （頁番号） 開始頁番号 2  

 

開始頁番号 1 （以降同様に振直し） 

33 添付８ 基本協

定書（案） 

  別紙３ 出資者誓約書の

様式【※本別紙は、SPC を

設立しない場合は削除し

ます。】 

（頁番号）2 頁番号削除 

34 添付９ 入札時

積算数量図面書 

1 

(表紙を除く) 

9 資料一覧 ３．数量総括表（工事業務） ３．工事数量総括表（工事業務） 

35 添付９ 入札時

積算数量図面書 

6 

(表紙を除く) 

11 数量総括表（調査・設計業

務） 

試掘調査 摘要欄 

諸経費非対称 諸経費非対象 

 


